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(57)【要約】
【課題】超音波を用いて細胞内に薬剤を導入する治療を
行う際の操作者と被検体の負担を軽減して、使い勝手を
向上させる。
【解決手段】被検体に超音波を照射する振動子部３と、
被検体の治療領域４に超音波を照射して血管内に投与さ
れた薬剤を細胞内に導入する照射条件を入力するコント
ロールパネル５と、治療領域４に超音波の照射位置を制
御するとともに、照射条件に基づいて超音波の照射を制
御するマイクロコンピュータ７と、振動子部３とマイク
ロコンピュータ７に電力を供給するバッテリ１１とを備
え、振動子部３の超音波送信面を被検体の治療領域４に
対応させて体表面に密着させて又は体内に埋め込んで装
着される薬剤導入装置を用いることで、操作者と被検体
の負担を軽減でき、使い勝手を向上できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体に超音波を照射する振動子と、前記被検体の治療領域に超音波を照射して血管内
に投与された薬剤を細胞内に導入する照射条件を入力するコントロールパネルと、前記治
療領域に超音波の照射位置を制御するとともに、前記照射条件に基づいて前記超音波の照
射を制御する制御装置と、前記振動子と前記制御装置に電力を供給する電池とを備え、
　前記振動子の超音波送信面を前記被検体の前記治療領域に対応させて体表面に密着させ
て又は体内に埋め込んで装着される薬剤導入装置。
【請求項２】
　被検体との間で超音波を送受信する振動子と、前記被検体の治療領域に超音波を照射し
て血管内に投与された薬剤を細胞内に導入する照射条件を入力するコントロールパネルと
、前記治療領域に超音波の照射位置を制御するとともに、前記照射条件に基づいて前記超
音波の照射を制御する制御装置と、外部に設けられる薬剤導入制御装置と無線通信可能な
通信装置と、前記振動子と前記制御装置と前記通信装置に電力を供給する電池とを備え、
　前記制御装置は、前記振動子で受信された反射エコー信号を前記通信装置を介して前記
薬剤導入制御装置に送信し、前記薬剤導入制御装置で生成された超音波画像に基づいて定
められた前記治療領域に前記照射位置を制御するよう形成されてなり、
　前記振動子の超音波送受信面を前記被検体の前記治療領域に対応させて体表面に密着さ
せて又は体内に埋め込んで装着される薬剤導入装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の薬剤導入装置において、　
　前記被検体に巻き付けられるベルトによって前記被検体の体表面に密着させて装着され
ることを特徴とする薬剤導入装置。
【請求項４】
　さらに、前記治療領域における血液中の薬剤濃度又は血液中の予め設定された指標成分
の濃度の少なくとも一方を検出するセンサを備え、前記制御装置は、前記センサの検出値
に基づいて前記超音波の照射を制御することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項
に記載の薬剤導入装置。
【請求項５】
　前記薬剤は、気泡の超音波造影剤とともに前記被検体の血管内に投与され、前記制御装
置は、前記超音波を第１の照射強度に制御した後、該第１の照射強度よりも強い第２の強
度に制御することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の薬剤導入装置。
【請求項６】
　さらに、前記薬剤又は気泡の超音波造影剤が混合された前記薬剤が収容されるタンクと
、該タンク内の前記薬剤又は気泡の超音波造影剤が混合された前記薬剤を前記被検体の血
管内に投与する投与装置とを備えてなることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項
に記載の薬剤導入装置。
【請求項７】
　薬剤導入装置と薬剤導入制御装置とが相互に無線通信可能に構成され、
　前記薬剤導入装置は、被検体との間で超音波を送受信する振動子と、前記薬剤導入制御
装置の通信装置から送信された前記被検体の治療領域と前記超音波の照射条件に基づいて
前記超音波の照射を制御する制御装置と、前記振動子と前記制御装置に電力を供給する電
池とを備え、前記振動子の超音波送受信面を前記被検体の前記治療領域に対応させて体表
面に密着させて又は体内に埋め込んで装着されるように構成され、
　前記薬剤導入制御装置は、前記薬剤導入装置の通信装置から送信された前記超音波の反
射エコー信号に基づいて超音波画像を生成する生成装置と、前記超音波画像上に被検体の
治療領域を設定するとともに、該治療領域に超音波を照射して血管内に投与された薬剤を
細胞内に導入する前記照射条件を入力するコントロールパネルとを備えてなる薬剤導入シ
ステム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薬剤導入装置及び薬剤導入システムに係り、特に、超音波を用いて、薬剤の
導入を促進する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、特許文献１には、抗がん剤や遺伝子治療に用いる遺伝子などの物質（以下、薬
剤という。）を悪性腫瘍の細胞内に導入して悪性腫瘍を治療することが提案されている。
特に、被検体の細胞内への薬剤の導入を促進するため、超音波診断装置を用い、静脈から
被検体に投与した薬剤が悪性腫瘍の存在する治療領域に到達したときに、超音波を所定時
間照射して、薬剤の悪性腫瘍の細胞内への導入を促進することが提案されている。また、
同文献によれば、被検体の体表面に超音波探触子を密着させて悪性腫瘍のある領域に超音
波を照射し、その反射エコー信号に基づいて超音波画像を生成し、その超音波画像に基づ
いて治療領域と超音波の照射計画を設定するようにしている。
【０００３】
　ところで、特許文献１のような治療法に用いる薬剤は、一般に、悪性腫瘍の細胞と特異
的に結合し、かつ、細胞内に入るように形成されている。そのため、薬剤を血管内に投与
すると、薬剤は血液とともに体内を循環して悪性腫瘍の細胞に結合して細胞内に導入され
る。この際、薬剤は細胞内に入りにくいため、悪性腫瘍の細胞が存在する治療領域に薬剤
が集積する。そこで、薬剤が集積した治療領域に超音波を照射することで、悪性腫瘍の細
胞内への薬剤の導入を促進することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－２６１２５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、治療領域に集積するまでの時間が、例えば、数時間となる薬剤を用いる
場合、特許文献１のように、薬剤が集積するまでの数時間、超音波の照射を待たなければ
ならない。また、超音波を照射している間は、医師等の操作者は、超音波の照射位置が治
療領域からずれないように超音波探触子を手で持ち続け、又は機械的な装置に保持させる
必要がある。また、超音波を照射している間は患者等の被検体はベットから動くことがで
きない。このように、特許文献１の技術によれば、治療中のおける操作者と被検体の負担
があり、使い勝手の向上の余地がある。
【０００６】
　本発明が解決しようとする課題は、超音波を用いて細胞内に薬剤を導入する治療を行う
際の操作者と被検体の負担を軽減して、使い勝手を向上させることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の課題を解決するため、本発明の薬剤導入装置は、被検体に超音波を照射する振動
子と、被検体の治療領域に超音波を照射して血管内に投与された薬剤を細胞内に導入する
照射条件を入力するコントロールパネルと、治療領域に超音波の照射位置を制御するとと
もに、照射条件に基づいて超音波の照射を制御する制御装置と、振動子と制御装置に電力
を供給する電池とを備え、振動子の超音波送信面を被検体の治療領域に対応させて体表面
に密着させて又は体内に埋め込んで装着されることを特徴とする。
【０００８】
　これによれば、被検体に装着した薬剤導入装置により超音波を照射して、薬剤を導入す
る治療を行うことができるから、被検体は動くことができ、かつ、操作者は被検体に張り
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付いている必要がない。その結果、操作者や被検体の負担を軽減でき、装置の使い勝手を
向上できる。
【０００９】
　この場合において、制御装置は、コントロールパネルによって入力設定された超音波の
照射条件、例えば、超音波の照射強度、照射周期、照射タイミングに基づいて、超音波を
治療領域に照射する。特に、治療領域における薬剤濃度が設定濃度になるまでの時間を実
験等で予め求め、その時間を照射タイミングとして設定することができる。また、超音波
の照射範囲は、他の医療機器によって求めた治療領域の体表面からの深さ範囲と広がり範
囲に基づいて設定する。
【００１０】
　また、薬剤導入装置を被検体の体表面に装着する場合は、薬剤導入装置に設けたベルト
を被検体の体表面に巻き付けて装着することができる。また、薬剤導入装置を被検体の体
内に装着する場合は、被検体を切開して皮下に埋め込むことができる。なお、薬剤導入装
置を装着する際は、超音波の照射可能範囲に治療領域が入る位置を予め求め、その位置に
薬剤導入装置を装着する。
【００１１】
　また、超音波を送受信可能な振動子を用い、被検体からの反射エコー信号を受信し、受
信したエコー信号に基づいて超音波画像を生成し、この超音波画像に基づいて治療領域を
求めて照射範囲を設定することができる。例えば、基準となる治療領域の超音波画像を予
め入力し、その超音波画像と、生成した超音波画像を比較することで、現在の治療領域の
位置を求めることができ、その位置に超音波を照射できる。これによれば、被検体の呼吸
等の体動により治療領域が移動しても、治療領域の位置を追跡することができるから、治
療領域に超音波を確実に照射することができる。
【００１２】
　この場合において、外部に設けた薬剤導入制御装置に無線通信で反射エコー信号を送信
し、外部の薬剤導入制御装置で超音波画像を生成し、超音波画像上の治療領域の位置を求
め、求めた位置を超音波の照射位置とすることができる。これによれば、超音波画像は外
部の装置で生成するから、被検体に装着する薬剤導入装置に超音波画像を生成する装置を
設ける必要がないので、薬剤導入装置を小型化できる。特に、薬剤導入装置を体内に埋め
込む場合は装置の小型化が要望されるから、超音波画像を外部の装置で生成することが好
ましい。
【００１３】
　また、治療領域における血液中の薬剤濃度を検出し、検出濃度が設定濃度になったら超
音波を照射するように構成できる。これによれば、治療領域の実際の薬剤濃度に基づいて
超音波の照射タイミングを決定するから、超音波の照射タイミングを予め設定する場合に
比べて、照射タイミングの正確性を向上できる。なお、血液中の薬剤濃度に代えて、治療
領域における予め設定した血液中の指標成分の濃度を検出し、検出濃度が設定濃度になっ
たら超音波を照射するように構成できる。この場合、赤血球、白血球等、薬剤によって濃
度が変化する成分を指標成分として採用できる。
【００１４】
　また、気泡の超音波造影剤とともに薬剤を被検体の血管内に投与する場合、超音波造影
剤の気泡が伸縮して薬剤とともに移動する第１の照射強度で超音波を照射した後、この第
１の照射強度よりも強い第２の強度で超音波を照射して超音波造影剤の気泡を破裂させる
こができる。これによれば、第１の照射強度の超音波により治療対象の細胞と薬剤の接触
性を高め、薬剤が細胞内へ進入しやすくする。そして、設定時間が経過した後に、第２の
照射強度の超音波を照射して超音波造影剤の気泡を破裂させると、その衝撃により細胞内
に薬剤が進入するから、細胞内への薬剤導入を一層促進できる。
【００１５】
　また、薬剤又は気泡の超音波造影剤が混合された薬剤が収容されるタンクと、タンク内
の薬剤又は気泡の超音波造影剤が混合された薬剤を被検体の血管内に投与する投与装置を
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設けることができる。これによれば、被検体に装着した薬剤導入装置で薬剤を投与でき、
病院等に行くことなく薬剤を投与できるから、被検体の負担を一層軽減できる。なお、予
め設定した時間又は周期等に基づいて薬剤の投与を制御できる。また、薬剤導入装置に、
血液中の薬剤濃度又は血液中の予め設定された指標成分の濃度を検出するセンサを設ける
場合は、検出濃度が設定値より低下したら薬剤を投与するように制御できる。
【００１６】
　一方、本発明の薬剤導入システムは、薬剤導入装置と薬剤導入制御装置とが相互に無線
通信可能に構成され、薬剤導入装置は、被検体との間で超音波を送受信する振動子と、薬
剤導入制御装置の通信装置から送信された被検体の治療領域と超音波の照射条件に基づい
て超音波の照射を制御する制御装置と、振動子と制御装置に電力を供給する電池とを備え
、振動子の超音波送受信面を被検体の治療領域に対応させて体表面に密着させて又は体内
に埋め込んで装着されるように構成され、薬剤導入制御装置は、薬剤導入装置の通信装置
から送信された超音波の反射エコー信号に基づいて超音波画像を生成する生成装置と、超
音波画像を表示する表示装置と、超音波画像上に被検体の治療領域を設定するとともに、
治療領域に超音波を照射して血管内に投与された薬剤を細胞内に導入する照射条件を入力
するコントロールパネルとを備えることを特徴とする。
【００１７】
　これによれば、照射条件を入力するコントロールパネルを、被検体に装着される薬剤導
入装置と別にできるから、上述したコントロールパネルを備える薬剤導入装置に比べて、
薬剤導入装置を一層小型化できる。なお、本薬剤導入システムに用いる薬剤導入装置は、
上述したいずれかの薬剤導入装置を適宜選択して用いることができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、超音波を用いて細胞内に薬剤を導入する治療を行う際の操作者と被検
体の負担を軽減でき、使い勝手を向上できる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施形態１の薬剤導入装置のブロック図である。
【図２】被検体の体表面に薬剤導入装置を装着した状態を示す図である。
【図３】超音波の照射範囲を説明する概念図である。
【図４】本発明の実施形態２の薬剤導入装置のブロック図である。
【図５】本発明の実施形態３の薬剤導入装置のブロック図である。
【図６】本発明の実施形態４の薬剤導入装置のブロック図である。
【図７】図６の薬剤導入装置の変形例を示すブロック図である。
【図８】本発明の実施形態５の薬剤導入装置のブロック図である。
【図９】被検体の体内に薬剤導入装置を装着した状態を示す図である。
【図１０】実施形態５の薬剤導入装置の変形例を示すブロック図である。
【図１１】本発明の実施形態６の超音波の照射制御を示す図である。
【図１２】図１１の照射制御の変形例を示す図である。
【図１３】本発明の実施形態７の薬剤導入システムを示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明を実施の形態に基づいて説明する。
（実施形態１）
　図１、２に示すように、実施形態１は、被検体の外皮（体表面）に装着される薬剤導入
装置１である。薬剤導入装置１は、複数の振動子が配列された振動子部３と、被検体の治
療領域４に超音波を照射して血管内に投与された薬剤を細胞内に導入する照射条件を入力
するコントロールパネル５と、治療領域４に超音波の照射位置を制御するとともに、照射
条件に基づいて超音波の照射を制御する制御装置であるマイクロコンピュータ７と、振動
子部３とマイクロコンピュータ７に電力を供給する電池であるバッテリ１１を含むバッテ
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リ装置１５とを備えている。
【００２１】
　振動子部３は、本実施形態では、被検体の皮膚に密着される複数の振動子を２次元に配
列して形成された超音波送信面を有している。各振動子は、超音波送信回路９に接続され
、超音波送信回路９を介してバッテリ装置１５から駆動電力が供給されるようになってい
る。超音波送信回路９は、マイクロコンピュータ７から入力された制御信号に基づいて、
フォーカス処理や増幅処理などの送信処理を行って各振動子に駆動電力を供給するように
なっている。
【００２２】
　コントロールパネル５は、マイクロコンピュータ７に医師等の操作者が治療領域４の情
報と超音波と照射条件を入力設定できるようになっている。ここで、治療領域４の情報は
、例えば、図３に示す治療領域４の体表面からの深さ範囲及び広がり範囲であり、照射条
件は、例えば、超音波の照射強度、照射の繰り返し周期、照射開始時間及び照射終了時間
等の照射タイミングである。マイクロコンピュータ７は、入力設定された治療領域４の情
報に基づいて超音波の照射範囲を治療領域内４に制御するとともに、照射条件に基づいて
超音波の照射を制御する制御信号を超音波送信回路９に出力するようになっている。
【００２３】
　バッテリ装置１５は、振動子部３とマイクロコンピュータ７と超音波送信回路９等に電
力を供給するバッテリ１１と、バッテリ１１の充放電を制御するバッテリ制御回路１３を
備えている。　
【００２４】
　薬剤導入装置１は、例えば、振動子部３、コントロールパネル５、マイクロコンピュー
タ７、バッテリ装置１５等をケースに収容して形成されている。また、振動子部３の超音
波送受信面を被検体の外皮に密着させて、薬剤導入装置１を被検体に固定して装着するベ
ルト１９を備えている。なお、振動子部３の超音波送信面をケースから露出させて構成す
ることが好ましい。
【００２５】
　ベルト１９は、例えば、平帯状に形成され、被検体に巻き付けて被検体の体表面に薬剤
導入装置１を密着させて装着するようになっている。ベルト１９の一端は、薬剤導入装置
１のケースに固定されている。他端は、薬剤導入装置１のケースに着脱自由に形成され、
着脱位置に応じて巻き付け長さを調整可能になっている。これにより、治療領域に対応す
る位置に応じて巻き付け長さを調整して、薬剤導入装置１を被検体に装着可能になってい
る。なお、呼吸等の体動によって巻き付け位置の太さが変わるので、この体動による変化
を吸収できるように柔軟性を有する材質でベルト１９を形成することができる。
【００２６】
　このように構成される薬剤導入装置１の作用を、超音波を用いて細胞内に薬剤を導入す
る治療法に沿って説明する。本治療法に用いる薬剤は、血管内に注入される薬剤であり、
例えば、治療対象のがん細胞内に進入してがん細胞の増殖を抑制する抗がん剤や、がん細
胞内に進入してがん細胞の遺伝子の欠陥を修復する治療用の遺伝子等である。このような
薬剤は、がん細胞の特定の受容体（レセプター）と特異的に結合するリガンドを備えてい
る。これにより、がん細胞に接触した薬剤はがん細胞と結合し、また、接触しなかった薬
剤は血液の循環により再度治療領域４に戻ってくるため、がん細胞に結合する薬剤が次第
に増加する。これにより、がん細胞が存在する領域に薬剤が集積される。しかし、薬剤は
細胞内に進入しにくいため、超音波を照射してがん細胞内への薬剤の進入を促進すること
により、がん細胞内に薬剤を導入する。そのため、がん細胞が存在する領域に薬剤が集積
して薬剤濃度が設定濃度になった後に超音波を照射することで、所望の導入効率を確保で
きる。この場合、薬剤濃度が設定濃度になるまで、超音波の照射を待つことになる。また
、薬剤の血中濃度が半減するまでの時間（半減期）が数時間から数十時間になるものがあ
るので、その間、治療を継続する場合は超音波の照射時間が長くなる。
【００２７】
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　このような治療を行う際、まず、治療前に行われた検査に基づいて、治療領域４と治療
に用いる薬剤が決定される。また、治療領域４と治療に用いる薬剤に基づいて超音波の照
射条件が決定される。そして、治療領域４の体表面からの深さ範囲及び広がり範囲等の治
療領域４の情報と、超音波の照射強度、照射の繰り返し周期、照射タイミング等の照射条
件がコントロールパネル５を介してマイクロコンピュータ７に入力設定される。治療領域
４の情報と照射条件が設定された後、治療領域４が超音波の照射可能範囲に入る位置の外
皮に超音波送信面を密着させて、ベルト１９を被検体に巻き付けて薬剤導入装置１を被検
体に装着する。なお、薬剤導入装置１の装着位置と治療領域４の情報は、例えば、治療前
の検査で得られたＸ線ＣＴ装置等の他の医療機器の画像に基づいて求めることができる。
つまり、画像上で治療領域４を特定して治療領域４が超音波の照射可能範囲内におさまる
位置を薬剤導入装置１の装着位置とする。そして、装着位置における治療領域４の深さ範
囲と広がり範囲を治療領域４の情報とする。
【００２８】
　マイクロコンピュータ７は、入力された治療領域４の情報に基づいて、治療領域４内に
焦点を合わせフォーカス処理の条件を決定する。そして、設定された照射開始時間になる
と、マイクロコンピュータ７は、フォーカス処理の条件と照射条件に基づいて生成した制
御信号を超音波送信回路９に出力する。超音波送信回路９は、入力された制御信号に基づ
いて振動子部３に電圧を印加し、治療領域４内に焦点を合わせた収束ビーム１７を、振動
子部３から治療領域４に照射する。これにより、焦点付近の薬剤の振動などにより、治療
領域４におけるがん細胞内への薬剤の進入が促進できる。そして、治療領域内４の他の位
置に焦点を代えて超音波を照射することで、治療領域４全体のがん細胞への薬剤の導入を
促進することができる。
【００２９】
　これによれば、被検体に装着した薬剤導入装置１により超音波を照射して、薬剤を導入
する治療を行うことができる。つまり、超音波診断装置から超音波を照射する装置を分離
して被検体に装着したから、被検体は動くことができ、かつ、操作者は被検体に張り付い
ている必要がない。したがって、操作者や被検体の負担を軽減でき、薬剤導入に用いる装
置の使い勝手を向上できる。
【００３０】
　また、超音波を照射することで、細胞内への薬剤の導入を促進できるから、薬剤の投与
量を抑えることができる。つまり、細胞内に導入しにくい薬剤を用いる場合は、投与量を
多くして細胞内へ薬剤の導入を促進することがあり副作用が発生する確率が高くなること
がある。この点、超音波を照射することで、細胞内への薬剤の導入を促進できるから、超
音波を照射しない場合に比べて薬剤の投与量を少なくでき、副作用が発生する確率を低減
できる。
【００３１】
　なお、超音波を照射すると、細胞内に薬剤が導入されて治療領域４における薬剤濃度は
低下するが、半減期が長い薬剤を用いた場合は、薬剤が体内を循環しているから治療領域
４に薬剤が再度集積する。この集積周期を予め実験等で求めておき、求めた周期を照射の
繰り返し周期として設定することで、治療領域４に薬剤が集積する度に超音波を照射でき
、治療を自動継続できる。
【００３２】
　また、超音波の照射タイミングは、例えば、治療領域４における薬剤濃度が設定濃度に
なる時間を照射開始時間に設定し、治療領域４における薬剤濃度が設定濃度に達しない程
度に体内の薬剤濃度が低下する時間を照射停止時間に設定できる。
【００３３】
　また、振動子部３を形成する振動子の数や配列は、治療領域４の大きさによって適宜選
択することができる。例えば、治療領域４が狭い場合は、複数の振動子を１次元に配列し
て形成した振動子部３、又は、単一の振動子で形成した振動子部３を用いることができる
。
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【００３４】
　また、振動子は、圧電素子（ＰＺＴ）、又は容量性振動要素（ｃＭＵＴセル）等、適宜
選択できる。特に、ｃＭＵＴセルは、半導体基板上にリソグラフィ技術を用いて作成され
るから、ｃＭＵＴセルを用いることで振動子部３を小型化できる。さらに、ｃＭＵＴセル
は、半導体基板を用いて作成されるから、ＰＺＴのように鉛成分を含有しないため、万一
ｃＭＵＴセルが破壊されても生体への毒性影響が少ない。
【００３５】
　また、コントロールパネル５は、例えば、キーボードやタッチパネルなど周知の入力装
置を用いることができる。
【００３６】
　また、薬剤導入装置１の電源はバッテリ１１などの２次電池に限定されず、１次電池を
用いることができる。また、バッテリ１１と充電器を有線で接続して、バッテリ１１を充
電可能に形成できる。
【００３７】
　また、照射条件に基づいて、治療領域４に照射する超音波の送波波形、送信デューティ
を調整するよう構成することができる。
【００３８】
　また、薬剤導入装置１の治療対象はがん細胞に限定されず、他の疾患等を治療対象とす
ることができる。
【００３９】
　また、実施形態１は、薬剤導入装置１を被検体の外皮に装着したが、治療領域４に対応
する位置の被検体の体内に埋め込むことができる。この場合、無線通信可能な通信装置を
薬剤導入装置１に設け、外部に設けた薬剤導入制御装置で、治療領域４や超音波の照射条
件をマイクロコンピュータ７に入力設定することが好ましい。
【００４０】
　また、実施形態１の薬剤導入装置１は、設定位置に設定強度の超音波を照射するだけで
あるから、超音波診断装置に比べて小型化でき、被検体に容易に装着することができる。
【００４１】
　また、薬剤導入装置１を被検体の体表面に装着する固定具はベルトに限定されず、テー
プなどを用いることができる。
【００４２】
（実施形態２）
　図４を用いて、実施形態２の薬剤導入装置１を説明する。実施形態２が実施形態１と相
違する点は、超音波を送受信可能な振動子によって振動子部３を形成し、振動子部３で受
信した超音波の反射エコー信号を受信する超音波受信回路２１を設け、超音波受信回路２
１で受信した反射エコー信号に基づいて超音波画像を生成し、生成した超音波画像に基づ
いて治療領域４を設定し、照射位置を決定するようにしている点である。その他の構成は
、実施形態１と同じであるから、同一の符号を付して説明を省略する。
【００４３】
　超音波受信回路２１は、反射エコー信号を取り込んで増幅などの受信処理を行うように
なっている。超音波受信回路２１で受信処理された反射エコー信号は、マイクロコンピュ
ータ７に入力され、マイクロコンピュータ７は、入力された反射エコー信号に基づいて超
音波画像を生成するようになっている。また、マイクロコンピュータ７には、治療領域４
の基準超音波画像が格納され、生成された超音波画像と比較して、現在の治療領域４の位
置を特定するようになっている。
【００４４】
　これによれば、マイクロコンピュータ７において、治療領域４の基準超音波画像と、生
成した超音波画像を比較して、現在の治療領域４の位置を求め、その位置を超音波の照射
位置として超音波の照射を制御することができる。例えば、呼吸等の体動により治療領域
４が動く場合は、治療領域４を追跡して超音波の照射位置を変える必要がある。この点、
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実施形態２によれば、現在の治療領域４の位置を求め、求めた位置に超音波を照射できる
から、治療領域４に超音波を確実に照射できる。なお、治療領域４の追跡は、循環器領域
にて壁運動解析に用いている手法等、周知の手法を用いることができる。
【００４５】
　なお、薬剤導入装置１に通信装置を設け、生成した超音波画像を外部の表示装置に送信
して表示させるように構成できる。これによれば、薬剤導入装置１を被検体に装着する際
、被検体の体内の超音波画像を見ながら薬剤導入装置１の位置を調整できるから、治療領
域４に対応する位置に確実に装着できる。さらに、操作者は、超音波画像上の治療領域４
を囲んで治療領域４をマイクロコンピュータ７に設定できるから、治療領域４の座標情報
等を入力する場合に比べて使い勝手を向上できる。
【００４６】
（実施形態３）
　図５を用いて、実施形態３の薬剤導入装置１を説明する。実施形態３が実施形態２と相
違する点は、マイクロコンピュータ７で超音波画像を生成せず、反射エコー信号を、通信
装置２３を介して外部に設けた薬剤導入制御装置２５に無線で送信し、薬剤導入制御装置
２５で超音波画像を生成している点である。そして、生成された超音波画像を通信装置を
介してマイクロコンピュータ７に入力設定し超音波の照射位置を決定している点である。
その他の構成は実施形態２と同一であるから、同一の符号を付して説明を省略する。
【００４７】
　これによれば、マイクロコンピュータ７から超音波画像の生成機能を省略できるから、
実施形態２に比べて薬剤導入装置１を小型化できる。特に、薬剤導入装置１を体内に埋め
込む場合は装置の小型化が要望されるから、超音波画像を外部の装置で生成することが好
ましい。
【００４８】
　なお、生成した超音波画像を薬剤導入制御装置２５に表示し、超音波画像上の治療領域
４を操作者に特定させ、特定された治療領域４の座標情報のみを通信装置２３を介してマ
イクロコンピュータ７に入力設定して照射範囲を設定できる。これによれば、治療領域４
の基準超音波画像をマイクロコンピュータ７に格納する必要がないから、薬剤導入装置１
を一層小型化できる。
【００４９】
　また、薬剤導入制御装置２５に超音波画像の表示装置を設け、薬剤導入装置１を移動さ
せながら超音波を送受信させ、その超音波画像を表示装置に表示するように構成すること
ができる。これによれば、薬剤導入装置１の現在位置における超音波画像を見ながら薬剤
導入装置１の装着位置を決定し、装着位置における超音波画像から治療領域４の広がり範
囲と深さ範囲等の治療領域４の情報を求めて超音波の照射位置を設定することができる。
これによれば、薬剤導入装置１の装着位置における実際の超音波画像をみながら照射位置
を設定できるから、治療領域４に確実に超音波を照射することができる。
【００５０】
（実施形態４）
　図６を用いて、実施形態４の薬剤導入装置１を説明する。実施形態４が実施形態１と相
違する点は、治療領域４の近傍の血液中の薬剤濃度を検出する濃度センサ２７を設けて、
濃度センサ２７の検出値に応じて超音波の照射を制御する点である。その他の構成は、実
施形態１と同一であるから、同一の符号を付して説明を省略する。
【００５１】
　濃度センサ２７には、針３１が設けられ、設定された周期で針３１を介して血管内の血
液を採取するようになっている。濃度センサ２７は、採取した血液中の薬剤濃度を検出し
、マイクロコンピュータ７に入力するようになっている。マイクロコンピュータ７は、入
力された薬剤濃度が設定濃度範囲内か否かを判定し、濃度センサ２７で検出した濃度が設
定濃度範囲内の場合は、超音波の照射を開始する。一方、濃度センサ２７で検出した濃度
が設定濃度範囲外の場合は、超音波を照射しない又は超音波の照射を停止する制御を行う
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。
【００５２】
　これによれば、治療領域４の実際の薬剤濃度に基づいて超音波の照射タイミングを決定
するから、超音波の照射タイミングを予め設定する場合に比べて、照射タイミングの正確
性を向上させることができる。
【００５３】
　なお、濃度センサ２７は、例えば、薬剤の蛍光標識等の標識を検出して濃度を検出する
センサ等の周知のセンサを用いることができる。
【００５４】
　また、血液中の薬剤濃度に代えて、治療領域４における予め設定した血液中の指標成分
の濃度を検出し、検出濃度が設定濃度になったら超音波を照射するように構成できる。こ
の場合、赤血球、白血球等、薬剤によって濃度が変化する成分を指標成分として用いるこ
とができる。
【００５５】
　また、図７に示すように、針３１に代えて薬剤光学センサ３３を濃度センサ２７に接続
し、薬剤光学センサ３３から血管に向けて光を照射し、その反射光に基づいて、血液中の
薬剤濃度、又は、予め設定した血液中の指標成分の濃度を検出できる。これによれば、血
液を採取することによる感染症のリスクを低減することができる。
【００５６】
　なお、超音波の照射を制御する血液中の薬剤濃度の範囲は、治療対象の細胞、治療に用
いる薬剤の種類等によって適宜選択できる。また、血液中の薬剤濃度が低下するにしたが
い、超音波の照射回数を増やす等の制御を行うことができる。
【００５７】
（実施形態５）
　図８、９を用いて、実施形態５の薬剤導入装置１を説明する。実施形態５が実施形態４
と相違する点は、薬剤導入装置１を被検体の体内に埋め込んで装着している点である。さ
らに、コントロールパネル５を体外に設置し、コントロールパネル５とマイクロコンピュ
ータ７とを相互に無線通信可能に形成した点である。また、薬剤が収容されるタンク４５
と、タンク４５内の薬剤を被検体の血管内に投与する投与装置４３を設けた点である。ま
た、バッテリ装置１５に無線充電可能な充電用コイル５３を設けた点である。その他の構
成は実施形態４と同一であるから、同一の符号を付して説明を省略する。
【００５８】
　コントロールパネル５に入力された治療領域４の情報と照射条件の情報は、通信装置４
１を介して無線でマイクロコンピュータ７に入力設定される。また、投与装置４３には、
タンク４５内の薬剤を吸い出すポンプ４７が設けられている。ポンプ４７には、針４９が
接続され、針４９から血管内に薬剤を投与できるようになっている。バッテリ装置１５の
充電用コイル５３で発生した電力をバッテリ１１に充電することができるようになってい
る。
【００５９】
　ここで、実施形態５の特徴作用を説明する。濃度センサ２７で検出した血液中の薬剤濃
度が設定濃度よりも低下すると、マイクロコンピュータ７は、投与装置４３を駆動させ、
薬剤を血管内に投与する制御を行う。その後、血液中の薬剤濃度が設定濃度を超えると、
薬剤投与を停止する制御を行う。なお、薬剤の投与条件、例えば、投与スピード等を、コ
ントロールパネル５からマイクロコンピュータ７に入力設定することで、マイクロコンピ
ュータ７によって設定された投与条件で薬剤を投与することができる。
【００６０】
　これによれば、被検体に装着した薬剤導入装置１で薬剤を投与でき、病院等に行くこと
なく薬剤を投与できるから、例えば、在宅治療を行う場合の被検体の負担を一層軽減でき
る。
【００６１】
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　なお、薬剤の投与を血液中の薬剤濃度に基づいて制御しているが、これに代えて、予め
設定した時間又は周期に基づいて薬剤投与することができる。この場合、コントロールパ
ネル５からマイクロコンピュータ７に投与時間又は投与周期を入力設定する。
【００６２】
　また、実施形態５の薬剤導入装置１を、体内に代えて、体外に装着することができる。
【００６３】
　また、図１０に示すように、タンク４５と投与装置４３を設けない薬剤導入装置１を被
検体の体内に設けることができる。この場合、薬剤の投与は医師等によって定期的に行う
ことができる。
【００６４】
　また、後述するように、気泡の超音波造影剤を用いる場合は、気泡の超音波造影剤が混
合された薬剤をタンク４５に収容して被検体に投与することができる。
【００６５】
（実施形態６）
　実施形態６として、超音波照射の照射制御の一例を説明する。図１１の超音波照射のシ
ーケンスは、実施形態５の薬剤導入装置１を用い、気泡の超音波造影剤が混合された薬剤
を被検体に投与する場合の例である。なお、実施形態６で用いる気泡の超音波造影剤は、
例えば、薬剤を修飾可能な造影剤、薬剤を内部に封入可能な造影剤など、薬剤とともに移
動して、血管の管壁を通過可能な造影剤を用いることができる。
【００６６】
　マイクロコンピュータ７によって、投与装置４３から血管内に超音波造影剤が混合され
た薬剤の投与が開始されると（Ｔ０－０）、血液中の薬剤濃度が増加する。血中薬剤濃度
は、濃度センサ２７からマイクロコンピュータ７に入力される。マイクロコンピュータ７
は、薬剤の投与量が設定量になると、投与装置４３を停止させて薬剤の投与を停止する。
その後、マイクロコンピュータ７に入力される血液中の薬剤濃度が上限閾値を超えると、
マイクロコンピュータ７は、第１の照射強度に設定した超音波（中音圧超音波）を照射す
る制御を行う（Ｔ１－０）。中音圧超音波は、超音波造影剤の気泡が圧縮と膨張を繰り返
す照射強度に設定されているから、気泡の伸縮により超音波造影剤が混合された薬剤が血
管内を移動する。これにより、超音波造影剤とともに薬剤を血管の管壁に向かって拡散で
き、薬剤と治療対象の細胞（標的細胞）が接触する確率を高めることができるから、標的
細胞に薬剤を結合させることができる。中音圧超音波を設定時間照射して、治療領域４の
薬剤濃度が高められると、マイクロコンピュータ７、第１の照射強度よりも強い第２の照
射強度に設定した超音波（大音圧超音波）を照射する制御を行う（Ｔ２－０）。これによ
り、標的細胞に結合した薬剤の気泡の超音波造影剤を破裂させる。この破裂の衝撃により
、標的細胞内への薬剤の進入が促進され、標的細胞内へ薬剤を導入できる。大音圧超音波
を設定時間照射した後、血液中の薬剤濃度が下限閾値より低下すると、マイクロコンピュ
ータ７は、投与装置４３を制御して薬剤の投与を再開し（Ｔ０－１）、上述した超音波の
照射制御を繰り返す。
【００６７】
　これによれば、血管に沿って流れている薬剤を拡散させて、治療対象の細胞と薬剤が接
触する確率を高めることができるため、治療領域４における薬剤濃度を高めることができ
る。そして、この状態で超音波造影剤の気泡を破裂させると、その衝撃により細胞内へ薬
剤が進入するため、細胞内への薬剤導入を一層促進することができる。
【００６８】
　なお、図１２に示すように、投与する薬剤によっては、薬剤投与によって被検体の血液
中の発熱性物質濃度が増加することがある。この場合、血液中の薬剤濃度に代えて、血液
中の発熱性物質濃度を濃度センサ２７で検出し、その検出値をマイクロコンピュータ７に
入力して超音波の照射を制御することができる。
【００６９】
（実施形態７）
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　図１３を用いて、被検体に装着される薬剤導入装置１と、外部に設けた薬剤導入制御装
置６１を無線通信可能に構成した薬剤導入システムを実施形態７として説明する。なお、
上述の実施形態と同一のものは、同一の符号を付して説明を省略する。
【００７０】
　薬剤導入システムは、被検体に装着される薬剤導入装置１と、操作者によって操作され
る薬剤導入制御装置６１を相互に無線通信可能に構成している。薬剤導入装置１は、被検
体との間で超音波を送受信する振動子部３と、薬剤導入制御装置６１の通信装置６３から
送信され被検体の治療領域４の情報と超音波の照射条件に基づいて超音波の照射を制御す
るマイクロコンピュータ７と、振動子部３とマイクロコンピュータ７に電力を供給する電
池とを備えている。振動子部３は、超音波送信回路９と超音波受信回路２１に接続され、
マイクロコンピュータ７の制御信号に基づいて超音波を照射するとともに、反射エコー信
号をマイクロコンピュータ７に出力するようになっている。マイクロコンピュータ７には
、通信装置５５が接続され、薬剤導入制御装置６１と無線通信可能に形成されている。こ
のように構成される薬剤導入装置１は、振動子部３の超音波送受信面を被検体の治療領域
４に対応させて体表面に密着させて又は体内に埋め込んで装着される。
【００７１】
　薬剤導入制御装置６１は、薬剤導入装置１の通信装置５５から送信された超音波の反射
エコー信号に基づいて超音波画像を生成する生成装置６５と、超音波像上に治療領域４を
設定するとともに、治療領域４に超音波を照射して血管内に投与された薬剤を細胞内に導
入する照射条件を入力するコントロールパネル５とを備えている。生成装置６５には、通
信装置６３で受信した反射エコー信号が入力され、入力された反射エコー信号に基づいて
超音波画像を生成するようになっている。コントロールパネル５は、例えば、タッチパネ
ルであり、生成装置６５で生成された超音波画像を表示して、超音波画像上の治療領域４
の情報を医師等が指定できるようになっている。そして、指定された治療領域４の情報に
基づいて、超音波の照射範囲を決定するようになっている。さらに、コントロールパネル
５は、照射条件を入力可能になっている。そして、コントロールパネル５は、照射範囲と
照射条件を通信装置５５、６３を介してマイクロコンピュータ７に入力設定するようにな
っている。
【００７２】
　次に、実施形態７の薬剤導入システムの動作を説明する。医師等の操作者によって、薬
剤導入装置１は、被検体の体外又は体内に装着される。この際、操作者は、コントロール
パネル５に超音波画像の生成指令を入力し、被検体の超音波画像を見ながら薬剤導入装置
１を装着位置を調整することができる。薬剤導入装置１を装着した後、コントロールパネ
ル５に入力された超音波画像の生成指令に基づき、被検体に対して設定条件の超音波を照
射し、その反射エコー信号に基づいて超音波画像を生成する。生成した超音波画像をコン
トロールパネル５に表示し、表示した超音波画像上に指定された治療領域４の情報に基づ
いて、コントロールパネル５は、超音波の照射範囲を決定する。コントロールパネル５は
、照射範囲の情報とともに、操作者によって入力された照射条件の情報を、通信装置５５
、６３を介してマイクロコンピュータ７に入力設定する。薬剤導入制御装置６１からの設
定が終了した後、薬剤導入装置１は、設定された照射範囲と照射条件に基づいて、被検体
に超音波を照射する。
【００７３】
　これによれば、被検体に装着した薬剤導入装置１によって、細胞内への薬剤導入に必要
な超音波照射が自動で行われるから、操作者と被検体の負担を軽減することができる。さ
らにコントロールパネル５や生成装置６５を、外部に設けた薬剤導入制御装置６１に設け
たので、被検体に装着する薬剤導入装置１を小型化することができる。特に、薬剤導入装
置１を被検体の体内に埋め込む場合は小型化が要望されるから、コントロールパネル５や
生成装置６５等を外部に設けることが好ましい。
【００７４】
　なお、本薬剤導入システムに用いる薬剤導入装置は、上述した実施形態１～６の薬剤導
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入装置を適宜選択して適用することができる。
【符号の説明】
【００７５】
　１　薬剤導入装置
　３　振動子部
　４　治療領域
　５　コントロールパネル
　７　マイクロコンピュータ
１１　バッテリ
２３　通信装置
２５　薬剤導入制御装置
２７　濃度センサ
４１　通信装置
４３　投与装置
５５　通信装置
６１　薬剤導入制御装置
６３　通信装置
６５　生成装置

【図１】 【図２】
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外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：为了减少操作者和受试者在使用超声波诱导药物进入细
胞的处理时的负担，并提高可用性。解决方案：该装置包括：用于在受
试者上辐射超声波的振荡器3 ;控制面板5，用于将超声波辐射的照射条件
输入到受试者的治疗区域4上，并将药物注射到血管中，注入细胞内;微
型计算机7，用于控制处理区域4中的照射位置，并且还基于照射条件控
制超声波的照射;用于向振荡器3和微型计算机7供电的电池11.通过使用这
种药物注射装置，其中振动器3的超声波传输表面被紧密地装配在身体表
面上或嵌入体内。对应于患者的治疗区域4，减轻了操作者和患者的负
担，并且提高了可用性。
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